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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークで接続された配信管理装置から画像データに対する処理の流れを定義した
既存のフロー定義データを呼び出す処理フロー呼出部と、
　前記処理フロー呼出部が呼び出した既存のフロー定義データを一覧表示する一覧表示部
と、
　前記一覧表示部に表示された一覧の中にユーザの所望するフロー定義データが存在しな
い場合、新規のフロー定義データを作成する処理フロー作成部と、
　前記処理フロー呼出部が前記配信管理装置から呼び出した既存のフロー定義データを表
示するフロー表示部と、
　前記フロー表示部に表示されたフロー定義データの編集処理を行うフロー編集部と、
　前記処理フロー作成部で作成した新規のフロー定義データ、あるいは前記フロー編集部
で編集した後のフロー定義データで定義された処理を実行する処理フロー実行部と、
　前記処理フロー作成部で作成した新規のフロー定義データ、あるいは前記フロー編集部
で編集した後のフロー定義データで定義された処理を実行した後、前記配信管理装置から
利用者の権限データを取得する権限データ取得部と、
　前記権限データ取得部が取得した利用者の権限データに基づいて、新規作成、あるいは
編集したフロー定義データを登録あるいは削除する権限を有する利用者か否かを判定する
利用権限判定部と、
　権限を有する利用者によってフロー定義データの登録か削除を選択する選択部と、
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　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記処理フロー作成部で作成した新規のフロー定義データ、あるいは前記フロー編集部
で編集した後のフロー定義データで定義された処理を実行した際に、前記配信管理装置の
管理者に対して当該フロー定義データの登録依頼を送信する登録依頼送信部をさらに備え
たことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　ネットワークで接続された配信管理装置から画像データに対する処理の流れを定義した
既存のフロー定義データを呼び出す処理フロー呼出ステップと、
　前記処理フロー呼出ステップで呼び出した既存のフロー定義データを一覧表示する一覧
表示ステップと、
　前記一覧表示ステップに表示された一覧の中にユーザの所望するフロー定義データが存
在しない場合、新規のフロー定義データを作成する処理フロー作成ステップと、
　前記処理フロー呼出ステップで前記配信管理装置から呼び出した既存のフロー定義デー
タを表示するフロー表示ステップと、
　前記フロー表示ステップに表示されたフロー定義データの編集処理を行うフロー編集ス
テップと、
　前記処理フロー作成ステップで作成した新規のフロー定義データ、あるいは前記フロー
編集ステップで編集した後のフロー定義データで定義された処理を実行する処理フロー実
行ステップと、
　前記処理フロー作成ステップで作成した新規のフロー定義データ、あるいは前記フロー
編集ステップで編集した後のフロー定義データで定義された処理を実行した後、前記配信
管理装置から利用者の権限データを取得する権限データ取得ステップと、
　前記権限データ取得ステップで取得した利用者の権限データに基づいて、新規作成、あ
るいは編集したフロー定義データを登録あるいは削除する権限を有する利用者か否かを判
定する利用権限判定ステップと、
　権限を有する利用者によってフロー定義データの登録か削除を選択する選択ステップと
、
　をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項４】
　前記処理フロー作成ステップで作成した新規のフロー定義データ、あるいは前記フロー
編集部で編集した後のフロー定義データで定義された処理を実行した際に、前記配信管理
装置の管理者に対して当該フロー定義データの登録依頼を送信する登録依頼送信ステップ
をさらに含む請求項３に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像データに対する処理の流れを定義したフロー定義データが新規に作成可
能な画像処理装置、配信管理システム、配信管理方法、配信管理プログラムおよび記録媒
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多くの企業において、多機能複合機などの画像入出力機器のネットワーク上への
配置・接続が進んでいる。画像入出力機器は、業務の効率化を図る手段として大きな役割
を担っている。特に、紙文書の電子化と配布を効率的に行う配信管理システムが重要にな
っている。このシステムを構成する大きな要素は、画像入力機器（スキャナ）と配信サー
バである。配信サーバには、あらかじめさまざまな業務・用途にあわせた複数の配信処理
メニューが登録されている。利用者は、スキャナのオペレーションパネル（操作部）から
、業務に適した処理メニューを選択してスキャンを行う。現在の一般的な配信管理システ
ムでは、配信サーバに登録されている配信処理メニューの中から、目的に即したフローを
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利用者が選択してスキャンを行っている。
【０００３】
　特許文献１に開示された「電子メールシステム」は、紙文書の画像データを添付した電
子メールに予め設定、または任意に入力された文字列をメールタイトル、本文、コメント
等として付加して送信するものである。電子メールシステムは、スキャナの電子データ作
成機能部が紙文書を読み取った画像データを添付ファイルとする電子メールを、サーバの
メール配信機能部で作成する。電子メールの送信宛先毎にメールタイトル、本文、コメン
ト等の文字列を用途指定とともに記憶する文字列保存機能部から、当該画像データの送信
先として指定された宛先に対応する文字列を読み取る。その文字列の用途指定に応じてメ
ールタイトル、本文、コメント等とする電子メールを作成し、指定された宛先に電子メー
ルを送信する。
【０００４】
　特許文献２に開示された「ネットワークスキャナ装置」は、ネットワークを介して画像
データを送信する際の機密保護および画像データの機密保護を利用性が良好な状態で処理
するものである。ネットワークスキャナ装置は、各宛先毎に、ユーザ名、パスワード、配
信先情報および当該宛先のユーザが利用可能な他の参照可能宛先ＩＤからなる宛先情報を
宛先管理テーブルとして記憶部に記憶する。ユーザ名とパスワードの組に基づいてユーザ
認証を行い、ユーザ認証が成功したユーザのみ利用を許可する。表示部に参照可能宛先を
表示し、画像読取部の読み取った原稿の画像データを記憶部に記憶する。その際、表示部
に表示される参照可能宛先から適宜選択した宛先を当該画像データの参照可能宛先とする
文書管理テーブルを作成し、記憶部に記憶して、宛先と文書の機密を保護する。
【０００５】
　特許文献３に開示された「文書配信処理装置」は、文書を読み取って配信する際に、自
動的に必要な画像処理を容易に行うことができるものである。入力文書の先頭ページに、
ＯＣＲフォームシートを配置する。文書をスキャナで読み取った文書データから、ＯＣＲ
フォームシートに記入された画像処理メニューに対応する符号データと、画像処理範囲を
指定する画像処理位置データを認識して抽出する。抽出した符号データに対応する画像処
理を、画像処理位置データで決められた範囲について行う。指定された画像処理が行われ
た後、決められた配信先に配信する。 
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３２４５７４号公報
【特許文献２】特開２００４－２２２１４１号公報
【特許文献３】特開２００５－２０８９３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の配信管理システムには、次のような問題がある。例えば、配信処
理に必要な配信処理メニューは、予めシステム管理者が配信サーバに登録しておかなけれ
ばならないため、システム管理者の負担が大きい。特に、利用者の目的に合った配信処理
メニューが配信サーバに登録されていない場合、システム管理者はその都度新しい配信処
理メニューを追加してサーバに登録する必要があるため、管理者に常時負担がかかること
になる。
【０００８】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、配信サーバに利用者の目的に合った配
信処理メニューが無い場合でも、システム管理者の手を煩わせることなく、所望の配信処
理メニューを自由に構築することができる画像処理装置、配信管理システム、配信管理方
法、配信管理プログラムおよび記録媒体を提供することを目的とする。 
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、ネットワークで接続された
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配信管理装置から画像データに対する処理の流れを定義した既存のフロー定義データを呼
び出す処理フロー呼出部と、前記処理フロー呼出部が呼び出した既存のフロー定義データ
を一覧表示する一覧表示部と、前記一覧表示部に表示された一覧の中にユーザの所望する
フロー定義データが存在しない場合、新規のフロー定義データを作成する処理フロー作成
部と、前記処理フロー呼出部が前記配信管理装置から呼び出した既存のフロー定義データ
を表示するフロー表示部と、前記フロー表示部に表示されたフロー定義データの編集処理
を行うフロー編集部と、前記処理フロー作成部で作成した新規のフロー定義データ、ある
いは前記フロー編集部で編集した後のフロー定義データで定義された処理を実行する処理
フロー実行部と、前記処理フロー作成部で作成した新規のフロー定義データ、あるいは前
記フロー編集部で編集した後のフロー定義データで定義された処理を実行した後、前記配
信管理装置から利用者の権限データを取得する権限データ取得部と、前記権限データ取得
部が取得した利用者の権限データに基づいて、新規作成、あるいは編集したフロー定義デ
ータを登録あるいは削除する権限を有する利用者か否かを判定する利用権限判定部と、権
限を有する利用者によってフロー定義データの登録か削除を選択する選択部と、を備えた
ことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、画像処理装置とネットワークで接続された配信管理装置とを備えた配
信管理システムであって、前記画像処理装置は、オペレーションパネルを使って画像デー
タに対する処理の流れを定義した新規のフロー定義データを構築し、該フロー定義データ
と原稿画像を読み取った画像データとを前記配信管理装置に送信して、画像データの配信
処理を依頼し、前記配信管理装置は、前記画像処理装置から受信した画像データと、該画
像データに対する新規のフロー定義データとに基づいて画像データの配信処理を実施する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、配信管理装置の既存のフロー定義データの中にユーザの所望するフロ
ー定義データが存在しない場合、新規のフロー定義データを作成することができるので、
配信管理装置のシステム管理者の負担を軽くすることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる画像処理装置、配信管理システム、配信
管理方法、配信管理プログラムおよび記録媒体の最良な実施の形態を詳細に説明する。以
下に示す実施の形態では、本発明の画像処理装置、プログラムを、複合機によりスキャン
した画像データの配信処理を新規に作成した配信処理メニューによって行うことが可能な
複合機、プログラムに適用した例を挙げて説明する。ただし、本発明の画像処理装置、プ
ログラムは、これに限定されるものではなく、画像データに対して配信処理を行うよう制
御するものであれば、いずれの装置、システムにも適用することができる。
【００１５】
　また、以下に示す実施の形態では、画像データを入力する画像処理装置として、プリン
タ機能、スキャナ機能、コピー機能、ファクシミリ機能を一つの筐体に搭載した複合機を
例にあげて説明しているが、これに限定されるものではなく、画像データが入力可能な画
像処理装置であれば、スキャナ装置、ファクシミリ装置、コピー装置などいずれにも適用
することができる。 
【００１６】
（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１にかかる配信管理システムのネットワーク構成を示す説明図であ
る。実施の形態１にかかる配信管理システムは、図１に示すように、インターネット４０
２に接続された配信サーバ２００と、ファイルサーバ３０１と、ＥＤＭＳ（Ｅｎｔｅｒｐ
ｒｉｓｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）３０２と、ＳＭＴ
Ｐ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｍａｉｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ３０３と、
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管理者ＰＣ３０４と、利用者ＰＣ３０５とを備えている。また、その配信サーバ２００に
は、ＬＡＮまたはインターネット等のネットワーク４０１に接続された複合機１００を主
に備えている。 
【００１７】
　複合機１００は、スキャン機能、コピー機能、プリンタ機能、ファクシミリ機能などを
一つの筐体に搭載したものである。この複合機１００は、スキャナ機能により紙媒体等を
スキャン処理して画像データを生成し、生成された画像データを配信サーバ２００に送信
する。複合機１００の詳細については後述する。 
【００１８】
　配信サーバ２００は、複合機１００でスキャンされた画像データを受信して、後述する
フロー定義データに従って種々の処理や配信処理を実行するワークステーション等のコン
ピュータである。 
【００１９】
　ファイルサーバ３０１は、インターネット４０２上で共有するファイルを蓄積して管理
するコンピュータであり、ＥＤＭＳ３０２は、いわゆる文書管理システムであり、ＳＭＴ
Ｐサーバ３０３は、メール送信プロトコルであるＳＭＴＰに準拠した電子メールの送信す
るためのサーバである。ファイルサーバ３０１、ＥＤＭＳ３０２，ＳＭＴＰ３０３のいず
れも配信サーバ２００による配信処理によりアクセスされる。
【００２０】
　次に、複合機１００の詳細について説明する。図２は、複合機１００の機能的構成を示
すブロック図である。実施の形態１にかかる複合機１００は、図２に示すように、スキャ
ナアプリ１０１と、プリンタアプリ１０２と、処理フロー呼出部、処理機能取得部および
利用権限判定部としての制御部１０３と、権限データ取得部および登録依頼送信部として
のリモート通信部１０４と、表示制御部１０５と、入力制御部１０６と、スキャナエンジ
ン１０７と、プリンタエンジン１０８と、サーバ情報１０９と、処理フロー作成部、フロ
ー作成部およびフロー編集部としてのフロー定義作成編集部１１０と、フロー削除部とし
てのフロー定義削除部１１１と、フロー登録部としてのフロー定義登録部１１２と、オペ
レーションパネル１１３とを主に備え、オペレーションパネル１１３はさらに一覧表示部
、処理機能表示部およびフロー表示部としての表示部１１４と、処理機能選択部、登録選
択部および選択部としての操作部１１５とを備えている。 
【００２１】
　ここで、フロー定義作成編集部１１０は、複合機１００によってスキャン入力された画
像データに対する各種処理の流れを定義したフロー定義データ（配信処理メニュー）を、
利用者が新規に作成したり、既存あるいは新規作成後のフロー定義データを用いて編集処
理を行ったりするものである。フロー定義データの新規作成や編集処理を行う場合は、利
用者はオペレーションパネル１１３の表示部１１４に作成あるいは編集画面を表示させ、
操作部１１５を使って作成や編集処理に必要なデータを入力することにより、フロー定義
作成編集部１１０にてフロー定義データの新規作成や編集処理が行われる。
【００２２】
　フロー定義データの詳細については、複合機１００がスキャン入力した画像データに対
して実行する一または複数の処理の流れである。これらの処理には、画像データの配信処
理である出力処理と、出力処理の前段階で実行される中間処理とがある。このフロー定義
データには、配信サーバ２００が実行する一または複数の中間処理と、一または複数の出
力処理とを順番に組み合わせた一連の処理の流れ、あるいは一または複数の出力処理の流
れを順番に組み合わせた一連の処理の流れが記述される。また、このような一連の処理の
流れを並列に実行するようにフロー定義データを定義することもできる。
【００２３】
　ここで、出力処理としては、複合機１００やインターネット４０２、若しくはネットワ
ーク４０１上の任意のＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）のフォルダへの配信
処理、ファイルサーバ３０１やＷＥＢサーバへの配信処理、画像データを添付文書として
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電子メールで送信する（その際、ＳＭＴＰサーバ３０３を利用する）Ｅ－Ｍａｉｌ送信処
理（ＳＭＴＰ配信処理）等があげられる。また、出力処理としては、ＷｅｂＤＡＶフォル
ダにアップロードするＷｅｂＤＡＶ配信処理、あるいは、ＦＴＰフォルダにアップロード
するＦＴＰ配信処理等があげられる。
【００２４】
　さらに、中間処理としては、画像データのファイル形式を変換する画像フォーマット変
換処理、画像ファイルからテキストを抽出するＯＣＲ抽出処理、画像のメタデータ（プロ
パティ）を操作するメタデータ操作処理、画像ファイルのページの並べ替えなどを操作す
るセクション（ページ）操作処理、あるいは、複数の画像ファイルをアーカイブすること
で１つのファイルにまとめるアーカイブ作成処理等があげられる。
【００２５】
　フロー定義削除部１１１は、複合機１００のフロー定義作成編集部１１０によって新規
作成あるいは編集処理を行ったフロー定義データを用いて配信処理を実行した後、そのフ
ロー定義データを登録せずに削除を行うものである。
【００２６】
　また、フロー定義登録部１１２は、複合機１００のフロー定義作成編集部１１０によっ
て新規作成あるいは編集処理を行ったフロー定義データを配信サーバ２００に登録させる
ものである。複合機１００の利用者が構築したフロー定義データを全て登録するようにす
ると、配信サーバ２００のフローを蓄積するメモリが不足する。そこで、新規作成あるい
は編集処理を行ったフロー定義データを用いて配信処理を実行した後は、原則的にフロー
定義削除部１１１によって削除される。しかし、例外的に再利用の可能性のあるものにつ
いては、フロー定義登録部１１２を用いて登録することができる。
【００２７】
　さらに、サーバ情報１０９は、配信サーバ２００のＩＰアドレス等を登録したデータベ
ースであり、ＨＤＤやメモリ等の記憶媒体に保存されている。 
【００２８】
　スキャナエンジン１０７は、スキャン動作を実行するハードウェアであり、プリンタエ
ンジン１０８は、プリンタ動作を実行するハードウェアである。オペレーションパネル１
１３は、複合機１００の利用者に対し各種画面や操作入力を行わせるハードウェアである
。オペレーションパネル１１３は、各種画面を表示可能な表示部１１４と、スタートボタ
ン、ストップボタン、コピーボタン、スキャンボタン、あるいは各種選択を行う選択ボタ
ン等からなる操作部１１５とを備えている。 
【００２９】
　制御部１０３は、スキャナアプリ１０１やプリンタアプリ１０２等のアプリケーション
からの要求を受けて、スキャナエンジン１０７、プリンタエンジン１０８、ＨＤＤやメモ
リ等の制御を行うものである。具体的には、制御部１０３は、リモート通信部１０４から
ネットワーク４０１を介して配信管理装置としての配信サーバ２００の既存のフロー定義
データを呼び出したり（処理フロー呼出部）、フロー定義データを新規に作成するにあた
って配信サーバ２００から選択可能な処理機能を取得したりする（処理機能取得部）。
【００３０】
　リモート通信部１０４は、各種データの配信サーバ２００に対する送受信を制御するも
のである。具体的には、リモート通信部１０４は、画像データと共に配信サーバ２００に
送信したフロー定義データを配信サーバ２００に登録させる（フロー登録部）。また、リ
モート通信部１０４は、配信サーバ２００から利用者の権限データとして、例えばフロー
定義データの削除権限を有する利用者か否かを判断するための権限データ等を取得する（
権限データ取得部）。さらに、リモート通信部１０４は、新規作成あるいは編集処理を行
ったフロー定義データを用いて配信処理を実行した際に、配信サーバ２００の管理者にそ
のフロー定義データの登録を依頼する登録依頼を送信する（登録依頼送信部）。
【００３１】
　表示制御部１０５は、表示部１１４に対し、各種画面やソフトウェアキーボード画面等
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をタッチ入力可能に表示する制御を行う。具体的には、配信サーバ２００からリモート通
信部１０４を介して受信したフロー定義データの構築ツールを、表示部１１４に表示する
ように制御するものである。これにより、配信サーバ２００を管理する管理者ＰＣ３０４
用に提供されていたフロー定義データの構築ツールを、複合機１００のオペレーションパ
ネル１１３の表示部１１４に表示することができるため、複合機１００の利用者もオペレ
ーションパネル１１３の表示部１１４におけるタッチ入力、あるいは操作部１１５等を使
って所望のフロー定義データの構築を可能とする。
【００３２】
　入力制御部１０６は、表示部１１４からのタッチ入力やソフトウェアキー入力、あるい
は、操作部１１５からの操作入力を受け付けてその入力制御を行うものである。具体的に
は、表示部１１４に対するタッチ入力や操作部１１５の各種ボタンの押下によるイベント
を入力することにより、上記タッチ入力やボタンの押下を検知する。かかる検知は、スキ
ャナアプリ１０１やフロー定義作成編集部１１０に通知される。 
【００３３】
　スキャナアプリ１０１は、利用者による操作部１１５（スキャンボタン等）からの指示
により、スキャン条件の設定やスキャン処理を実行するアプリケーションである。具体的
には、スキャナアプリ１０１は、制御部１０３に対してスキャン要求を行い、スキャナエ
ンジン１０７を動作させ、原稿をスキャンする。そして、スキャナアプリ１０１は、スキ
ャンされた原稿の画像データを入力する。また、スキャナアプリ１０１は、スキャン処理
開始時、すなわち、利用者がスキャンボタンを押下したことを入力制御部１０６で検知し
た場合は、既存のフロー定義データを選択するため、一覧表示画面を送信するようにリモ
ート通信部１０４を介して配信サーバ２００に対して指示する。
【００３４】
　プリンタアプリ１０２は、複合機１００のプリント処理を実行するアプリケーションで
ある。具体的には、プリンタアプリ１０２は、制御部１０３に対してプリント要求を行い
、プリンタエンジン１０８を動作させる。また、プリンタアプリ１０２は、後述する図７
や図８に示すような、空のマークシートを印刷する機能も持っている。具体的には、配信
サーバ２００で使える機能の一覧と、それに対応したチェックボックスを印刷した空のマ
ークシートを印字出力する。複合機１００の利用者は、空のマークシートのチェックボッ
クスを塗りつぶして、これをスキャンして読み取るだけで、所望のフロー定義データの構
築が可能となる。
【００３５】
　なお、図２では、アプリケーションとしてスキャナアプリ１０１とプリンタアプリ１０
２しか示していないが、この他のアプリケーションとして、コピー処理を行うコピーアプ
リやファクシミリ送受信処理を行うファックスアプリ等が動作している。 
【００３６】
　次に、配信サーバ２００の詳細について説明する。図３は、配信サーバ２００の機能的
構成を示すブロック図である。配信サーバ２００は、図３に示すように、リモート通信部
２０１と、処理部２１０と、フロー実行制御部２０３と、フロー定義生成部２０４と、フ
ロー定義データを登録するフロー蓄積部（ＨＤＤ）としてのフロー定義データ２０５とを
主に備えている。 
【００３７】
　ここで、フロー定義データ２０５は、複合機１００によってスキャン入力され、複合機
１００から受信した画像データに対する各種処理の流れを定義したデータである。そして
、処理部２１０は、後述するようにフロー定義データを作成する際に利用可能な各種機能
プログラムで構成されている。利用者は、この複数の機能プログラムの中から所望の機能
を選択することにより、新規のフロー定義データを作成することができる。フロー定義デ
ータ２０５は、ハードディスクドライブ装置（ＨＤＤ：Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ
）などの記憶媒体（フロー蓄積部など）に格納されている。フロー定義データ２０５の詳
細については後述する。 
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【００３８】
　リモート通信部２０１は、複合機１００から既存のフロー定義データの要求、および画
像データ、新規作成あるいは編集後のフロー定義データの受信、処理機能データの複合機
１００への送信を制御する。また、リモート通信部２０１は、各種処理実行の際に各種デ
ータの送受信の制御を行う。 
【００３９】
　処理部２１０は、フロー定義データ２０５に定義された各種機能プログラムを実行する
ものであり、スキャンした画像データからテキストを抽出するＯＣＲ抽出２１１、画像デ
ータを圧縮するアーカイブ作成２１２、画像データのファイル形式を変換する画像フォー
マット変換２１３、複合機１００やネットワーク４０１若しくはインターネット４０２上
の任意のＰＣのフォルダへ配信するフォルダ配信２１４、画像データを添付文書として電
子メールで送信するＥ－Ｍａｉｌ送信（ＳＭＴＰ配信２１５）、画像データをＷｅｂＤＡ
ＶフォルダにアップロードするＷｅｂＤＡＶ配信２１６などを備えている。
【００４０】
　フロー実行制御部２０３は、フロー定義データ２０５をＨＤＤから読み出して、フロー
定義データ２０５で定義された各種処理の処理部２１０による実行を制御するものである
。また、フロー実行制御部２０３は、リモート通信部２０１によって複合機１００から受
信した新規作成あるいは編集処理されたフロー定義データと、画像データとに基づく各種
処理の実行を制御する。 
【００４１】
　フロー定義生成部２０４は、配信サーバ２００のアドミニストレータ等のシステム管理
者の指示によりフロー定義データ２０５を生成または編集して、生成または編集されたフ
ロー定義データ２０５をＨＤＤに保存するものである。 
【００４２】
　図４は、フロー定義データ２０５に定義された処理の流れの一例を模式的に示した説明
図である。図４では、スキャンした画像データの配信処理に関するフロー定義データの例
を示している。このフロー定義データ２０５には、スキャンした画像データからテキスト
を抽出するＯＣＲ抽出処理と（ＯＣＲ抽出）、画像データを圧縮するアーカイブ作成処理
と（Ａｒｃｈｉｖｅ作成）、アーカイブされた画像データを電子メールで送信するＥ－Ｍ
ａｉｌ処理と（ＳＭＴＰ配信）を順に実行するフローと、画像データをＷｅｂＤＡＶフォ
ルダにアップロードする処理のフローと（ＷｅｂＤＡＶ配信）を並行して実行することを
示している。
【００４３】
　実際のフロー定義データ２０５は、ＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｄ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕ
ａｇｅ）形式で記述される。図５は、フロー定義データ２０５の記述内容を示す説明図で
ある。図５のフロー定義データ２０５は、図４に示す配信フローを定義したものである。
【００４４】
　このフロー定義データ２０５を新規に作成する場合は、オペレーションパネル１１３の
表示部１１４に処理部２１０における複数の機能プログラム（２１１～２１６等）を表示
させ、その中から所望の機能を選択することによって行われる。例えば、中間処理には、
ＯＣＲ抽出機能、画像フォーマット変換機能、メタデータ操作機能、セクション操作機能
、アーカイブ作成機能等がある。また、出力処理には、ＳＭＴＰ配信機能、フォルダ配信
機能、ＷｅｂＤＡＶ配信機能、ＦＴＰ配信機能等がある。
【００４５】
　複合機１００においてスキャン動作を開始する際に、配信サーバ２００から既存のフロ
ー定義データを呼び出して、オペレーションパネル１１３の表示部１１４に一覧表示する
が、その一覧の中に利用者が望むフロー定義データが存在しない場合は、新規のフロー定
義データの作成を指示する。複合機１００が利用者から新規のフロー定義データの作成指
示を受けると、配信サーバ２００の処理部２１０から種々の選択可能な機能プログラムを
取得する。
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【００４６】
　次に、フロー定義作成編集部１１０によるフロー定義データの新規作成、あるいは既存
のフロー定義データの編集処理について説明する。フロー定義作成編集部１１０は、複合
機１００のオペレーションパネル１１３の表示部１１４にフロー定義データの作成画面を
表示させる。そして、複合機１００の利用者は、このフロー定義データの作成画面を用い
て、操作部１１５から操作入力を行ってフロー定義データ２０６に定義する処理を構築す
る。これにより、フロー定義作成編集部１１０は、フロー定義データの作成画面上に構築
された情報に基づいて、ＸＭＬ形式の新規なフロー定義データを作成する。
【００４７】
　図６は、複合機の利用者がオペレーションパネルから新規なフロー定義データを作成す
る画面の一例を示す模式図である。図６は、図４および図５に示す画像データの処理の流
れを定義したフロー定義データを作成する場合について示している。
【００４８】
　図６に示すように、フロー定義データの作成画面には、左側の領域に、中間処理、出力
処理の各処理のボタンのリストが表示されている。そして、複合機１００の利用者は、か
かるリストの中からフローを構築したい処理のボタンを例えば（１）、（２－１）、（２
－２）、（２－１－１）と付して、親→子（分岐）→孫の順序となるよう選択し、ドラッ
グアンドドロップ操作によって右側の領域の所望の位置に配置する。図６に示す作成画面
では、右側の領域の○印がスキャン処理を示し、これに続く矢印のボタンの順番によって
処理が実行されることを定義している。
【００４９】
　このように、複合機１００の利用者がフロー定義データの作成画面上で新規のフロー定
義データを構築した後、実行を指示すると、フロー定義作成編集部１１０は、フロー定義
データ作成画面の右側の領域に配置された処理のボタンとその配置順序を、画面上の位置
座標等から解析する。さらに、フロー定義作成編集部１１０は、各ボタンの処理に対応す
る処理ＩＤを定め、処理の順番を考慮して、図５に示すようなＸＭＬ形式のフロー定義デ
ータを作成する。この新規に作成したフロー定義データは、配信サーバ２００のフロー定
義データ２０５のＨＤＤに登録しても良いが、登録せずに毎回使い捨て（使用後に破棄し
）ても良い。
【００５０】
　また、上記したように、フロー定義データを新規に作成する他、既存のフロー定義デー
タを利用して部分的に修正を加える編集処理を行うことも可能である。例えば、図６に示
すフロー定義データを配信サーバ２００から呼び出したと仮定し、その中の中間処理や出
力処理の機能をドラッグアンドドロップ操作によって差し替えを行い、既存のフロー定義
データとは異なる新たなフロー定義データを構築した後、実行を指示することにより、フ
ロー定義作成編集部１１０がＸＭＬ形式のフロー定義データを容易に作成することができ
る。
【００５１】
　次に、図７は、所定のマークシートにチェックを入れてスキャナで読み込むことにより
新規なフロー定義データを構築する例を示した図である。図７のマークシートは、例えば
縦方向に中間処理や出力処理のリストが表示され、横方向に上記図６で示した親→子→孫
といった枝付き番号を付すことで処理順序や分岐位置がわかるチェック欄を並べ、処理す
る順にチェック欄を塗りつぶすことによりマークシートを完成させる。完成したマークシ
ートは、図２に示す複合機１００のスキャナアプリ１０１が制御部１０３に対してスキャ
ン要求を行い、スキャナエンジン１０７を動作させてスキャンした画像データをフロー定
義作成編集部１１０に入力する。フロー定義作成編集部１１０は、入力された画像データ
の処理リストとマーキング位置からフロー定義データの配置順序を解析することにより、
図５に示すようなＸＭＬ形式のフロー定義データを作成することができる（図６の作成画
面の右側領域と同じフロー定義データ）。
【００５２】
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　また、図８は、別のマークシートを使ってチェックを入れてスキャナで読み込むことに
より新規なフロー定義データを構築する例を示した図である。図８のマークシートは、縦
方向に中間処理や出力処理のリストを表示している点は図７と同じであるが、横方向には
親→子→孫に対応する（１）、（２）、（３）の番号を付したチェック欄が並べられてい
る。そして、この番号だけではフローのつながりが不明になるため、処理フロー同士を結
ぶ線が引けるようになっている。これにより、マークシートだけでフローの分岐と相互の
つながりを表現することが可能となり、このマークシートをスキャンするだけで図５に示
すようなＸＭＬ形式のフロー定義データを作成することができる（図６の作成画面の右側
領域と同じフロー定義データ）。
【００５３】
　以上のように構成された実施の形態１にかかる配信管理システムによる新規のフロー定
義データの構築処理について説明する。図９は、実施の形態１にかかる配信管理システム
において新規のフロー定義データの構築を説明するネットワーク構成図であり、図１０は
、配信管理システムの複合機側の処理フローを示す図であり、図１１は、配信管理システ
ムの配信サーバ側の処理フローを示す図である。
【００５４】
　まず、図９では、原稿画像をスキャンして画像データを読み取ると共に、その読み取っ
た画像データを目的に応じて配信処理を行うための既存のフロー定義データを選択したり
、所望のフロー定義データが登録されてない場合は新規に構築したり、新規に構築したフ
ロー定義データを配信サーバ２００に登録するか否かを選択したり、フロー定義データを
削除したりする画像処理装置としての複合機１００ａ，１００ｂがある。そして、ネット
ワークを介して複合機１００ａ，１００ｂと接続された配信サーバ２００は、複合機１０
０ａ，１００ｂからの画像データとフロー定義データとに基づいて画像データの配信処理
を実行する。また、配信サーバ２００は、インターネット等を介して管理者ＰＣ３０４や
利用者ＰＣ３０５と接続されている。システム管理者は、画像データ等の配信処理に必要
なフロー定義データを管理者ＰＣ３０４にて構築し、配信サーバ２００に登録することを
行っている。また、画像データの利用者は、複合機でスキャンした画像データを配信サー
バ２００によって利用者ＰＣ３０５に配信させることにより、これを利用することができ
る。
【００５５】
　図９の複合機１００ｂは、配信サーバ２００に登録されている既存のフロー定義データ
を呼び出して、図２に示すオペレーションパネル１１３の表示部１１４に一覧表示させる
。図９に示す複合機１００ｂでは、オペレーションパネルに既存のフロー１～６が表示さ
れ、その中から利用者の目的に応じたフロー定義データを操作部１１５により選択し、選
択したフロー定義データを用いて配信処理が行われる。この処理は、従来の配信管理シス
テムで行われている。
【００５６】
　本発明の特徴は、表示部１１４に一覧表示された既存のフロー定義データの中に、利用
者の望むフロー定義データが存在しない場合、利用者が図９の複合機１００ａを使うこと
によって所望のフロー定義データを新規に構築できる点にある。
【００５７】
　実施の形態１では、図９の配信サーバ２００から管理者ＰＣ３０４用に提供されている
フロー定義データの構築機能を持った管理ツールと同じ構築画面を、複合機１００ａのオ
ペレーションパネル１１３（図２参照）に表示するように構成したものである。特に、最
近の複合機のオペレーションパネル１１３の表示部１１４は、高機能化しつつあり、標準
のウェブブラウザと同等の表示機能を持っているものがある。このため、管理者ＰＣ３０
４用の管理ツールをウェブアプリケーションとして配信サーバ２００から配布すれば、複
合機のオペレーションパネルの表示部１１４に管理ツールと同じフロー構築画面を表示す
ることができる。
【００５８】
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　まず、複合機１００ａのオペレーションパネルを使ったフロー定義データの構築作業を
容易化するため、予め配信サーバ２００のＨＤＤに登録されている既存のフロー定義デー
タ２０５を呼び出し（制御部１０３がリモート通信部１０４からネットワーク４０１を介
して配信サーバ２００の既存のフロー定義データ２０５を呼び出す）、これを編集するこ
とで新たなフロー定義データを構築する。
【００５９】
　また、フロー定義データを新規に構築する場合は、図２の制御部１０３がリモート通信
部１０４からネットワーク４０１を介して、配信サーバ２００の処理部２１０から選択可
能な各種機能プログラム（２１１～２１６…）を取得する。取得した機能プログラム（２
１１～２１６…）は、表示制御部１０５によって図６に示す作成画面の左側領域に、中間
処理あるいは出力処理の各処理のボタンリストとして表示される。フロー定義データを構
築する複合機１００の利用者は、かかるリストの中からフローを構築したい処理のボタン
を順次選択して、ドラッグアンドドロップ操作により右側の領域の所望の位置に配置する
。
【００６０】
　フロー定義作成編集部１１０は、フロー定義データ作成画面の右側の領域に配置された
処理のボタンとその配置順序を画面上の位置座標等から解析し、処理の順番を考慮して、
図５に示すようなＸＭＬ形式のフロー定義データを新規に作成することができる。このよ
うに、今まではシステム管理者のみが管理者ＰＣ３０４の管理ツールを使ってフロー定義
データを構築していたのを、本発明では複合機１００ａの利用者からも所望のフロー定義
データを新規に構築できるようになった。このため、システム管理者は様々な用途に応じ
た配信処理に関するフロー定義データを予め構築する作業から解放されると共に、複合機
の利用者も所望のフロー定義データが無い場合でも、自分で構築してそれを利用すること
が可能となる。
【００６１】
　続いて、図１０および図１１のフローチャートを参照しながら配信管理システムの複合
機側と配信サーバ側における処理の流れについて説明する。複合機の利用者は、読み取っ
た画像データを目的に応じて配信処理する際に、まず、配信サーバ２００のＨＤＤから既
存のフロー定義データ２０５の一覧を取得する（ステップＳ１００）。取得した既存のフ
ロー定義データ２０５の一覧は、図２に示す複合機１００のオペレーションパネル１１３
の表示部１１４に表示されるので、利用者はその中に目的に合致したフロー定義データが
有るか否かを判断する（ステップＳ１０１）。
【００６２】
　既存のフロー定義データ２０５の中に目的に合致したフロー定義データが無い場合は、
複合機の利用者がフロー定義作成編集部１１０を用いて新規のフロー定義データを構築す
る（ステップＳ１０２）。ここで、構築したフロー定義データのフローに載せた機能（例
えば、ＯＣＲ抽出機能やＳＭＴＰ配信機能など）にパラメータ設定が必要か否かを判定す
る（ステップＳ１０３）。パラメータ設定が必要な場合は、パラメータ入力画面を表示し
て設定する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１０３でパラメータの設定が不要か、ステ
ップＳ１０４でパラメータを設定した後、画像データのスキャンを実行する（ステップＳ
１０５）。具体的には、複合機１００のスキャナアプリ１０１が制御部１０３に対してス
キャン要求を行い、スキャナエンジン１０７を動作させて原稿をスキャンする。
【００６３】
　複合機１００でスキャンした画像データと、新規に構築したフロー定義データとをリモ
ート通信部１０４によって配信サーバ２００に送信し（ステップＳ１０６）、後述する図
１０の配信サーバ２００側のフローチャートにより配信処理が実行される。
【００６４】
　複合機１００で新規に構築したフロー定義データは、スポット的に構築したものもある
ため、必ずしも登録して残す必要はない。そこで、構築したフロー定義データを登録する
か否かをステップＳ１０７で判断する。再使用する可能性のあるフロー定義データであれ
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ば、その都度構築する手間を省くために、配信サーバ２００に登録させる（ステップＳ１
０８）。また、構築したフロー定義データが特殊なものであって、再使用の可能性が低い
場合は、構築したフロー定義データを登録せずに削除する（ステップＳ１０９）。
【００６５】
　また、上記ステップＳ１０１に戻って、配信サーバ２００から取得した既存のフロー定
義データ２０５の一覧の中に、利用者の目的に合致したフロー定義データが有る場合は、
利用者がオペレーションパネル１１３の表示部１１４のタッチパネルにタッチするか、操
作部１１５を使って所望のフロー定義データを選択し、スキャンを実行する（ステップＳ
１１０）。
【００６６】
　配信サーバ２００の既存のフロー定義データを利用する場合は、フロー定義データをや
り取りする必要が無いため、複合機１００から配信サーバ２００に対してフロー定義デー
タのＩＤと、スキャンした画像データを送信するだけでよい（ステップＳ１１１）。
【００６７】
　一方、図１１に示す配信サーバ２００側のフローチャートでは、図１０のステップＳ１
０６、あるいはステップＳ１１１において複合機１００から送信されたデータを受信する
（ステップＳ２００）。そして、受信したデータに応じて既存のフロー定義データで処理
するか否かを判断する（ステップＳ２０１）。複合機１００で新規に構築されたフロー定
義データを使って配信処理を行う場合は、構築されたフロー定義データを取得し（ステッ
プＳ２０２）、受信した画像データを使って所望の配信処理を行うことができる（ステッ
プＳ２０３）。
【００６８】
　また、上記ステップＳ２０１において、既存のフロー定義データを使って処理する場合
は、図９のステップＳ１０８に示すように、フロー定義データのＩＤが送られてきている
。このため、配信サーバ２００が受信したＩＤに基づいて対象となるフロー定義データ２
０５をＨＤＤに登録されたデータベースより取得する（ステップＳ２０４）。この場合も
、受信した画像データを取得したフロー定義データを用いて配信処理が行われる（ステッ
プＳ２０３）。
【００６９】
　このように、実施の形態１にかかる配信管理システムでは、スキャンした画像データを
複合機１００の利用者が所望の配信処理を行う場合に、配信サーバ２００から既存のフロ
ー定義データを呼び出して一覧表示させ、その中に所望のフロー定義データがある場合は
、それを用いて画像データを配信処理する。既存のフロー定義データの中に所望のフロー
定義データが無い場合は、複合機１００側で構築ツールを使って所望のフロー定義データ
を新規に構築することができる。これによって、配信サーバ２００を管理しているシステ
ム管理者が必要と思われるフロー定義データを事前に登録しておく手間を省くことができ
る。
【００７０】
　また、既存のフロー定義データの一部が利用可能な場合は、新たに構築すると手間がか
かるため、既存のフロー定義データを呼び出して編集することにより、容易に所望のフロ
ー定義データを構築することができる。
【００７１】
　さらに、各複合機で構築したフロー定義データを常に配信サーバ２００に登録させると
すると、登録されるフロー定義データ量が膨大になるため、登録するか否かを選択するこ
とができる。基本的には使い捨てが望ましく、再使用する可能性のあるフロー定義データ
のみを登録するようにする。
【００７２】
（実施の形態２）
　実施の形態２にかかる配信管理システムは、新規作成あるいは編集処理を行ったフロー
定義データを用いて配信処理を実行した後、そのフロー定義データを登録するか否かを選
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択できるようにしたものである。
【００７３】
　上記した実施の形態１では、原則的にフロー定義削除部１１１によって削除を行い、例
外的に再利用の可能性のあるものについては、フロー定義登録部１１２を用いて登録して
いた。しかし、実施の形態２では、新規作成あるいは編集処理を行ったフロー定義データ
を用いて配信処理を実行した後、複合機１００のオペレーションパネル１１３の表示部に
選択画面を表示させ、登録選択部としての操作部１１５を使ってフロー定義データを登録
するか否かを選択できるようにしたものである（図１０のステップＳ１０７参照）。
【００７４】
　ここで、複合機１００の利用者が操作部１１５を使ってフロー定義データを登録しない
方を選択した場合は、配信処理を行うためシステム内部で一度は登録されても、配信処理
終了後に削除される。あるいは、もともと配信処理終了までのテンポラリーデータとして
扱うことにより、配信処理終了後に自動消去するようにしてもよい。
【００７５】
　ただ、新規作成あるいは編集処理を行ったフロー定義データを登録するか否かの判断を
全ての利用者に委ねることは、配信管理システムにおけるセキュリティや保守の面から必
ずしも望ましいものではない。従って、フロー定義データを配信サーバ２００に登録する
か否かの選択権を与えるかどうかについては、当該利用者の持つ権限によって判断するこ
とが望ましい。
【００７６】
　例えば、複合機１００における権限データ取得部としての制御部１０３は、リモート通
信部１０４、およびネットワーク４０１を介して、配信サーバ２００にアクセスし、機能
プログラムを格納する処理部２１０から利用者の権限データを取得する。そして、制御部
１０３は、取得した権限データに基づいて登録あるいは削除権限を有する利用者か否かを
判定する（利用権限判定部）。利用者が登録あるいは削除権限を有する場合は、選択部と
しての操作部１１５を用いて、新規あるいは編集した既存のフロー定義データを登録する
か削除するかを選択するようにする。
【００７７】
　また、新規あるいは編集した既存のフロー定義データを用いた配信処理の実行後、当該
フロー定義データの登録の可否（登録するか削除するか）を、システム管理者に対して問
い合わせるようにしても良い。
【００７８】
　このように実施の形態２にかかる配信管理システムでは、新規作成あるいは編集処理を
行ったフロー定義データを用いて配信処理を実行した後、そのフロー定義データを登録す
るか否かの選択画面をオペレーションパネル上に表示するようにしたので、利用者は意識
的にいずれかを選択することができる。このため、新規作成あるいは編集処理を行ったフ
ロー定義データの登録や消去の選択がより適切に行える。
【００７９】
　さらに、新規作成あるいは編集処理を行ったフロー定義データを登録するか、消去する
かの判断を複合機の利用者に委ねることは、配信管理システムにおけるセキュリティや保
守の面から見ると、必ずしも好ましいとはいえない。そこで、実施の形態２にかかる配信
管理システムでは、新規作成あるいは編集処理を行ったフロー定義データを用いて配信処
理を実行した後、フロー定義データの登録の可否の選択権を与えるか否かについて、利用
者の持つ権限データを配信サーバ２００から取得し、その取得した権限データに基づいて
登録あるいは削除権限を有する利用者か否かを判定する。このため、権限を有する利用者
によってのみ、新規あるいは編集したフロー定義データを配信サーバ２００に登録するか
削除するかを適正に判断させることができる。
【００８０】
　なお、上記実施の形態１によれば、配信サーバ２００にフロー定義データを予め登録す
るフロー蓄積部としてのメモリを持たせることを前提としている。しかし、フロー定義デ
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ータを利用する複合機側の利用者がオペレーションパネルを使って所望のフロー定義デー
タを作成できるなら、配信サーバ２００に予めフロー定義データを登録する必要がないと
考えることもできる。つまり、複合機１００側の利用者は、常にスキャンを実行して取り
込んだ画像データと、オペレーションパネルを使って構築した所望のフロー定義データと
を配信サーバ２００に送信し、これを受信した配信サーバ２００は、受信したフロー定義
データに従って画像データを配信処理させても良い。このように構成すれば、配信サーバ
２００側にフロー定義データを蓄積するためのメモリは不要となる。
【００８１】
　また、上記実施の形態１および２の複合機１００と配信サーバ２００とは、ＣＰＵなど
の制御装置と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの記憶装置と、ＨＤＤ、ＣＤドライブ装置などの外部
記憶装置と、ディスプレイ装置などの表示装置と、キーボードやマウスなどの入力装置を
備えており、ワークステーションや通常のコンピュータを利用したハードウェア構成とな
っている。 
【００８２】
　実施の形態１および２の複合機１００と配信サーバ２００とで実行される配信管理プロ
グラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、フ
レキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ
　Ｄｉｓｋ）等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録されて提供される。 
【００８３】
　また、実施の形態１および２の複合機１００と配信サーバ２００とで実行される配信管
理プログラムを、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し
、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成しても良い。ま
た、実施の形態１および２の複合機１００と配信サーバ２００とで実行される配信管理プ
ログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成しても
良い。 
【００８４】
　また、実施の形態１および２の複合機１００と配信サーバ２００とで実行される配信管
理プログラムを、ＲＯＭ等に予め組み込んで提供するように構成してもよい。 
【００８５】
　実施の形態１および２の複合機１００と配信サーバ２００とで実行される配信管理プロ
グラムは、上述した各部（スキャナアプリ、プリンタアプリ、制御部、リモート通信部、
表示制御部、入力制御部、フロー定義作成編集部、フロー定義削除部、フロー定義登録部
、および、リモート通信部、処理部、フロー実行制御部、フロー定義生成部など）を含む
モジュール構成となっている。実際のハードウェアとしては、ＣＰＵ（プロセッサ）が上
記記憶媒体から配信管理プログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装
置上にロードされ、スキャナアプリ、プリンタアプリ、制御部、リモート通信部、表示制
御部、入力制御部、フロー定義作成編集部、フロー定義削除部、フロー定義登録部、およ
び、リモート通信部、処理部、フロー実行制御部、フロー定義生成部などが主記憶装置上
に生成されるようになっている。 
【００８６】
　なお、本発明は、上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施
の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成す
ることができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施の形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】実施の形態１にかかる配信管理システムのネットワーク構成を示す説明図である
。
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【図２】複合機の機能的構成を示すブロック図である。
【図３】配信サーバの機能的構成を示すブロック図である。
【図４】フロー定義データに定義された処理の流れの一例を模式的に示した説明図である
。
【図５】フロー定義データの記述内容を示す説明図である。
【図６】複合機の利用者がオペレーションパネルから新規なフロー定義データを作成する
画面の一例を示す模式図である。
【図７】所定のマークシートにチェックを入れてスキャナで読み込むことにより新規なフ
ロー定義データを構築する例を示した図である。
【図８】別のマークシートを使ってチェックを入れてスキャナで読み込むことにより新規
なフロー定義データを構築する例を示した図である。
【図９】実施の形態１にかかる配信管理システムにおいて新規のフロー定義データの構築
を説明するネットワーク構成図である。
【図１０】配信管理システムの複合機側の処理フローを示す図である。
【図１１】配信管理システムの配信サーバ側の処理フローを示す図である。
【符号の説明】
【００８８】
１００，１００ａ，１００ｂ　複合機
１０１　スキャナアプリ
１０２　プリンタアプリ
１０３　制御部
１０４　リモート通信部
１０５　表示制御部
１０６　入力制御部
１０７　スキャナエンジン
１０８　プリンタエンジン
１０９　サーバ情報
１１０　フロー定義作成編集部
１１１　フロー定義削除部
１１２　フロー定義登録部
１１３　オペレーションパネル
１１４　表示部
１１５　操作部
２００　配信サーバ
２０１　リモート通信部
２０３　フロー実行制御部
２０４　フロー定義生成部
２０５　フロー定義データ
２１０　処理部
２１１　ＯＣＲ抽出
２１２　アーカイブ作成
２１３　画像フォーマット変換
２１４　フォルダ配信
２１５　ＳＭＴＰ配信
２１６　ＷｅｂＤＡＶ配信
３０１　ファイルサーバ
３０２　ＥＤＭＳ
３０３　ＳＭＴＰサーバ
３０４　管理者ＰＣ
３０５　利用者ＰＣ
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４０１　ネットワーク
４０２　インターネット

【図１】 【図２】
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